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同一日 2科目の再診料評価案を提示 

 

1月 27日の中医協・総会（会長：森田朗・東京大学大学院法学政治学研究科教授）では、

診療報酬点数について個別項目ごとの改定案、いわゆる「短冊」が事務局より提示された。 

再診料等に関する点数では、同一医療機関における同一日 2 科目の再診（再診料・外来

診療料）について評価することが示された。算定要件には、診療を受けた疾病が 1科目と 2

科目で互いに関連のないものであること等が明示された。これについては、これまでの議

論と同様、支払側委員が患者の負担増等の理由から改めて反対を表明するなど、評価を求

める診療側委員とは依然見解が分かれた。 

また、初診料等については、紹介率の低い特定機能病院及び 500 床以上の地域医療支援

病院を紹介なしに受診した場合の、初診料・外来診療料を引き下げる。引き下げ分は選定

療養により医療機関が各自徴収して補う仕組みで、報酬は維持しつつ基本料金部分を引き

下げることで、紹介率の低い大病院での未紹介患者の受診を抑制し、外来縮小を図る狙い。 

点数の再編成が求められていた「地域医療貢献加算」は、名称を変更するとともに、点

数区分を 3 つに分ける案を提示。診療所における電話等による対応について、加算の「1」

は 24時間対応、「2」が準夜帯（夜間数時間）の対応、「3」が地域の医療機関との輪番によ

る準夜帯の対応を評価する。現行は「2」のみの区分だが、疑義解釈で実質的に 24 時間の

対応が求められるとしていたため、評価の明確化の必要性が指摘されていた。なお事務局

は、「3」の輪番に参加する医療機関の数については、適当なものとなるよう通知等で対応

する予定だとした。 

 

■勤務医負担軽減体制を要件とする点数拡大 

病院勤務医の負担軽減に関するものでは、負担軽減体制の整備を要件とする点数を増や

すとともに、体制整備に当たって策定が求められる計画の見直しを図る。具体的には、現

行では「総合入院体制加算」や「医師事務作業補助体制加算」など 8 つの点数で体制整備

が要件に設定されているが、新たに「精神科リエゾンチーム加算」（新設）や「院内トリアー

ジ実施料」（新設）など 6つの点数（うち 5つが新設）でも要件化するとした。 

計画の策定については、現行では記載項目は選択制だが、「外来縮小の取り組み」や「交

代勤務制の導入」等一部の記載を一部点数で必須化するなどの見直しを行う。 

そのほか、「医師事務作業補助体制加算」では、医療クラークの配置人数について新たに

「30対 1」、「40対 1」の評価を新設するなどし、「急性期看護補助体制加算」では看護補助

者の配置人数が「25対 1」の評価等を新設する。 

また、薬剤師の病棟配置を評価する「病棟薬剤業務実施加算」が新設される。現行では、

服薬管理など限られた業務に対する評価のみであったが、新設する点数により「入院時の

持参薬の確認及び服薬計画の提案」等の業務が評価されることになる。施設基準には、専

任薬剤師の配置や、1病棟で 1週当たり 20時間以上の病棟業務実施が検討されている。 

次回の総会は、1 月 30 日に開催予定で、今回示されなかった残りの論点の「短冊」が提

示される。 
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